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第1章 個別施設計画の概要 

 

1 背景・目的 

 

 本市では、今後、多くの公共施設が老朽化に伴う更新時期を迎えることか

ら、更新や維持に掛かる多額の費用への対応が課題となっています。 

 また、国立社会保障・人口問題研究所の推計（2015 年国勢調査ベース）で

は、年少人口や生産年齢人口が既に減少を始めており、令和４２年（2060

年）には平成２７年（2015 年）時点の約半数まで減少し、人口減少が加速度

的に進行していくとされています。 

 こうした状況に伴い、将来における税収減少が見込まれる中では、施設をこ

のまま維持していくことは難しく、今後の施設の方向性（更新・集約・廃止

等）を検討する必要があります。 

少子化による人口減少などに伴い、厳しい財政状況が見込まれる中において

は、公共施設等の適正な配置や管理の効率化を図るために策定した「佐久市公

共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）」に掲げる数値目標

の達成を目指し、基本方針に定めた「量的見直し」「質的見直し」「費用負担

の見直し」「管理体制の見直し」の４つの視点に基づく具体的な取組を着実に

進めていくため、個別施設計画を策定します。 

 個別施設計画では、施設毎の健全性や経済性等の状況を把握・分析し、将来

を見据えた施設の基本方針や具体的な対策内容等について考え方を整理すると

ともに、建替え・大規模改修等の対策を計画的に進めるためのスケジュールを

示し、本計画を着実に遂行することで、財政負担を軽減・平準化し、公共施設

等の適切な保全と最適な配置を実現することを目的とします。 
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2 計画の位置付け 

 

 本計画は、対象施設の将来のあり方に関する基本方針や具体的な対策内容等

について考え方を纏めるとともに、施設整備等の対策を講じる時期を定めるも

のであることから、総合管理計画を着実に推進するための行動計画と位置付け

ます。 

併せて、「第二次佐久市総合計画」や、公共施設等の総合的かつ計画的な監

理を推進することを目的に策定された「佐久市公共施設等総合管理計画」を上

位計画に位置付け、十分な整合を図ります。 

 

 

3 対象施設の設定 

 

 本計画においては、以下の3施設を対象とします。 

 なお、対象施設の運営・利用状況を説明する資料として、「佐久市公共施設

運営・利用状況調書（施設カルテ）」を添付します。 

 

（１）対象施設一覧 

 １ 観光課倉庫 

 ２ 佐久市防災備蓄庫 

 ３ 中込倉庫（埋蔵文化財資料保管庫） 
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（２）対象施設位置図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

観光課倉庫 

  

佐久市防災備蓄庫 
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中込倉庫 

文化財事務所（駒場） 
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（３）佐久市公共施設運営・利用状況調書（施設カルテ） 

 
 

（基準日）

業務内容

設置目的

設置条例

３　土地データ

１　管理運営状況

２　サービス提供状況

３　コスト状況，利用状況

歳出（①）　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

管理にかかるコスト

修繕費

使用料・賃借料

建物管理委託費

その他

建物整備・大規模改修にかかるコスト

再調達価格

工事請負費

事業運営にかかるコスト

燃料費・光熱水費

人件費

事業運営委託料

その他

歳入（②）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

特定財源

施設使用料，手数料収入等

収支（②-①）　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

延床面積１㎡あたりの経費（①/延床面積）

利用者数（③）

利用者一人あたりの経費（①/③）

過去3年度平均平成30年度 令和元年度

運営形態

開館時間
　及び
運営体制

休館日

料金体系

―

―

―

―

定期休館日

―

― ―直営

備考

備　考

―

平　日
土・日
祝日

（写真）

行政系施設

その他行政系施設

― 配置形態 単独

RC造 不要

地下 耐震補強

年 (49年)

棟数

耐震診断

令和2年度

4,6154,573

4,303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,303

4,303

0

4,653 4,618

0

4,303

0

施設番号 203

350

31

土地面積

大規模改修年度

500.34

2,919.72

経済部　観光課　観光施設係

佐久市八幡565番地1

大分類

中分類

観光関連備品倉庫

―

なし

㎡ 土地の保有区分 市所有

47

0

0

建築年（経過年数）

延床面積

年末年始等

2021年3月31日現在観光課倉庫

所管部署

所在地

施設類型

避難所・避難場所

施　設　運　営　状　況

㎡ ―1階棟1 階数（最大） 地上 不要

１　施設データ

２　建物データ

構造形式―

浅科地区

昭和

用途地域 ―

#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!

備考

0

0

217

0

0

#DIV/0!

0

△ 4,653

9,300円

102

217

4,303

0

0

315

29

0

0

△ 4,618

9,230円

0

0

人

0

0

0

0

0

△ 4,615

9,223円

0

△ 4,573

0

270

27

312

29

0

57

226243

0

0

0

0

0

9,140円

69

4,303

4,303

4,303
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4 計画期間 

 

本計画の計画期間は、「第二次佐久市総合計画」や「総合管理計画」の策定

内容を反映させるため、計画期間も両計画の改訂時期と整合を図り、令和４年

度から令和８年度までの５年間を計画期間とします。 

ただし、公共施設の適正化を実現していくためには、将来にわたる見通し、

課題を客観的に把握・分析することが必要なことから、「総合管理計画」の最

終年度である令和３８年度までを視野に入れて検討を行います。 

なお、計画策定後の社会経済情勢の変化、法令等の改正、ニーズや利用状況

の推移、施設整備の進捗等に応じ、計画内容は適宜見直しを行うこととしま

す。 

 

 

 

４　施設構成一覧

５　スペース構成

６　その他

6 合　計 507.52

5 その他共有部

4 10

3 9

2 出土遺物保管庫（倉庫２） 165.72 8

備考

1 出土遺物保管庫（倉庫１） 341.80 7

利用料金
（円/ｈ）

備考 NO 部屋名 面積（㎡）

昭和 59

利用料金
（円/ｈ）

延床面積
（㎡）

棟名または施設名

倉庫1

建築 年度

昭和 58

NO 構造 階数 NO 棟名または施設名 建築 年度 階数

6

延床面積
（㎡）

構造

72

備考

倉庫2

2

1

341.80

165.72

軽量鉄骨造

軽量鉄骨造

1

4

3 8

10

507.52合　計

NO 部屋名 面積（㎡）

5

9
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第 2 章 現状評価 

 

１ 基本情報の把握 

 

本計画の対象となる施設の基本情報については、11ページに掲げる「基本

情報一覧」のとおりです。 

観光課倉庫は、備品の管理、収納施設として利用されています。築４９年が

経過していることより、全体的に施設の老朽化が進んでおり、現在、防犯警

備、消防設備点検等により施設の維持管理を行っています。 

 佐久市防災備蓄庫は、築 24 年が経過するが、ＲＣ造の法定耐用年数は 47

年であることから、部分的な劣化は見られるものの補修等を行うことで機能を

維持できるものであります。このことから、定期的な家屋の劣化確認を行い、

劣化が箇所が確認された場合には早急に対策を講じることで、機能維持を図る

よう努める必要があります。 

 中込倉庫は、昭和５８年、５９年建設の軽量鉄骨造で、埋蔵文化財発掘調査

に伴う出土遺物の保管場所としての機能を有しています。現況は、錆等による

広範囲の劣化が見られますが、文化財事務所（駒場）と隣接し、他の公共施設

や公園にも近接しているため利便性が高く、施設活用の場所として適していま

すが、老朽化による施設維持が大きな課題となっています。 
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表 1 基本情報一覧（建築物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 種別 施設名 場所 構造 面積（㎡） 設置年 規模等
複合施設の該当

の有無
有の場合の施設名 施設所管課 備考

1 その他行政系施設 観光課倉庫 八幡565番地1 RC造 500.34 1972年 倉庫・物置　500.34㎡ × ― 観光課

2 その他行政系施設 佐久市防災備蓄庫 中込2939番地 RC造 100.00 1997年 備蓄倉庫　100㎡ × ― 危機管理課

3 その他行政系施設 中込倉庫 佐久市中込2924番地1 軽量鉄骨造 507.52 1983年 × ― 文化振興課



 11 

 

 

 

２ 現状評価 

 

（１）施設の現状情報の収集・整理 

 

施設の現状を明らかにするために、「健全性・機能性」「耐震性」の分析に

資する基礎情報を収集・整理しました。 

 

 

ア 健全性・機能性に関する基礎情報 

 

「健全性・機能性」の分析のための基礎情報を収集し、以下に掲げるそれぞ

れの項目について劣化状況、対策の実施状況等の整理を行いました。 

収集した基礎情報については、１５ページに掲げる「健全性・機能性評価結

果一覧」のとおりです。 

 

健全性・機能性に関する基礎情報の収集項目 

項  目 細  目 

健全性（経過年数） 竣工からの経過年数 

健全性（躯体の健全

性） 

躯体の健全性（剥離・ひび割れ） 

健全性（外被性能） 屋根の劣化状況 

外壁材の劣化状況（剥離・落下の危険性の有無） 

健全性（内部仕上げ） 内装の劣化状況（天井・壁・床・建具等） 

特定天井対策への状況 

機能性（室内設備） 電気設備の劣化状況 

機械設備の劣化状況 

機能性（その他） バリアフリーの対策状況 

省エネ対策の状況（太陽光、LED等） 

災害対策設備の状況（避難設備・防災設備・シャ

ワー等） 

AED等の設置状況 
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イ 耐震性に関する基礎情報 

 

「耐震性」の分析のための基礎情報を収集し、以下に掲げるそれぞれの項目

について整理を行いました。 

収集した基礎情報については、１６ページに掲げる「耐震性評価結果一覧」

のとおりです。 

 

耐震性に関する基礎情報の収集項目 

項  目 細  目 

建築年 建築年 

耐震基準 建築年による判定（1981 年以降は新基準） 

旧基準の場合、耐震診断の実施の有無 

旧基準の場合、耐震改修の実施の有無 
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（２）施設の方向性に関する検討【1 次評価】 

 

収集した情報をもとに、施設毎の「健全性・機能性」及び「経済性」の各項

目について、一定の評価基準に基づき、「良」「劣」のいずれかで評価しまし

た。 

評価基準及び評価結果については、15 ページから 16 ページまでに掲げる

各種評価結果一覧のとおりです。 

この評価結果を踏まえ、14 ページのフローチャート【１次評価】に基づ

き、施設の方向性を「維持」「改善」「見直し」のいずれかで判定しました。 

 

ア １次評価 

観光課倉庫は、健全性・機能性の評価が「劣」であったため、施設の方向性

は「見直し」とします。当該施設については、建築後４９年が経過しており、

施設の老朽化が著しく、躯体や設備等において全体的な劣化が見られます。 

また、これまで耐震診断を実施してきませんでしたが、この結果を受け、2

次評価を含めた総合的な判断の下、耐震診断の実施の要否を慎重に検討するこ

ととします。 

佐久市防災備蓄庫は、健全性・機能性の評価から「良」であったため、施設

の方向性は「維持」とします。当該施設は、築２４年が経過する建築物である

が、健全性・機能性が全体的に良好であることから、将来に渡って施設を適切

に保全するとともに、維持管理の効率化を図る必要があります。 

 

中込倉庫は、健全性・機能性の評価が「劣」であったため、施設の方向性は

「見直し」とします。当該施設については、建築後 38 年が経過しており、老

朽化が著しく進む状況下においては、将来に渡って財源を確保すること、ある

いは維持管理コストを抑制することが大きな課題となっています。2 次評価を

含めた総合的な判断の下、施設のあり方を慎重に検討することとします。 
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フローチャート【1 次評価】 
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表 2 健全性・機能性評価結果一覧 

 
 

 

A

5点

良好

B

3点

C

1点

D

0点

劣化

評価 点数 評価 点数 評価 点数

評価点

満点

6

40

劣

隣接棟に設置 設置されていない

D 0

D 0

D 0

D 0

D 0

D 0

24

40

良

B 3

B 3

B 3

B 3

B 3

B 3

B 3

評価基準

備考

観

光

課

倉

庫

佐

久

市

防

災

備

蓄

庫

B 3

中

込

倉

庫

B 3

項目 細目

対象施設名

健

全

性

経過年数 ・竣工からの経過年数 C 1

躯体の健全性
・躯体の健全性

　　（剥離・ひび割れ）
C 1

・特定天井対策への状況

築20年未満
築20年以上

40年未満

築40年以上

60年未満
築60年以上

外被性能

・屋根の劣化状況 C 1

全体的に良好 部分的に劣化 広範囲に劣化 全体的に劣化

全体的に劣化

・外壁材の劣化状況

　（剥離・落下の危険性の有
B 3

全体的に良好 部分的に劣化 広範囲に劣化

全体的に劣化

内部仕上げ

・内装の劣化状況

　（天井・壁・床・建具等）
B 3

全体的に良好 部分的に劣化 広範囲に劣化

広範囲に劣化 全体的に劣化全体的に良好 部分的に劣化

広範囲に劣化 全体的に劣化

機

能

性

室内設備

（電気・機

械）

・電気設備の劣化状況 C 1

全体的に良好 部分的に劣化

全体的に劣化

・機械設備の劣化状況

全体的に良好 部分的に劣化 広範囲に劣化

全体的に良好 部分的に劣化 広範囲に劣化 全体的に劣化

その他

・バリアフリーの対策状況 全体的に対策済み 部分的に対策済み 広範囲で未対策 全体的に未対策
EV、スロープ、

手摺、多目的WC

・省エネ対策の状況（太陽光、

LED等）
部分的に対策済み 広範囲で未対策 全体的に未対策

・災害対策設備の状況（避難設

備・防災設備・シャワー等）

全体的に対策済み

・AED等の設置状況

全体的に対策済み 部分的に対策済み 広範囲で未対策 全体的に未対策

合計

10

30

最終評価（良・劣） 劣

設置されているB 3
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表３ 耐震性評価結果一覧 

 

  

旧基準の場合、耐震診断の実施の有無

旧基準の場合、耐震改修の実施の有無

①建築年 1972年

②耐震基準（設置年度による判定）

【※1981年以降は新基準】
×

無

無

1997年

○

1983年

○

項目

観

光

課

倉

庫

佐

久

市

防

災

備

蓄

庫

中

込

倉

庫

対象施設名
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第３章 政策優先度評価 

 

１ 各種計画における位置付け 

 

（１）総合管理計画 

 

総合管理計画における「４ 公共施設最適化推進方針 （４）施設分類別の

今後のあり方」から、対象施設に係る課題、今後の施設のあり方に関する記述

を下記のとおり引用します。 

【課題】 

○建築後 30年以上経過している施設もあり、これらの施設については、老朽

化が進んでいるため、修繕や更新を計画的に実施していく必要があります。 

○利用状況を見ると、出張所の利用者にばらつきが見られるほか、住民票の写

しなどのコンビニ交付サービスや、使用料などのコンビニ収納の開始などに

より利用者数の減少が予測されるため、支所や出張所のあり方を検討してい

く必要があります。 

○コスト面では、老朽化の進行に伴い、維持管理費用の増大が予想されること

から、効率的で、計画的な維持管理とともに、提供サービスの見直しを図る

必要があります。 

 

【今後の施設のあり方】 

○市本庁舎及び支所は、市民生活に必要な行政サービスや防災機能を維持・確

保していく観点から、市民ニーズや人口規模に見合った適切なサービス提供

を継続しながら、効率的な維持管理による庁舎の長寿命化に取り組みます。

また、今後の建替え時に合わせて関連機関などとの複合化の可能性を検討し

ます。 

○出張所は、効率的な業務サービスの提供や維持管理を継続しながら、業務内

容の見直しや施設の複合化を進め、コスト縮減を図ります。 

〇サービスの向上を図るため、民間活力の導入の検討を進め、品質とコストの

関係を見極めながら、庁舎維持管理業務の包括委託など、民間ノウハウを生

かした庁舎の効率的な運用を検討します。 

〇余裕スペースの一部を民間事業者へ広告の掲載スペースとして貸付するな

ど、庁舎の効率的な運用を図りながら、歳入の確保を検討します。 

〇老朽化が進んだ倉庫等については、代替施設の有無などを踏まえて廃止を検

討します。 
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２ 政策優先度評価 

 

（１）施設の政策優先度に関する情報の収集・整理 

 

施設の位置付けを明らかにするために、「防災性」「施設配置・拠点形成」

「市民意向」「その他留意すべき事項」の分析に資する基礎情報を収集・整理

しました。 

 

ア 防災性に関する基礎情報 

 

「防災性」の分析のための基礎情報を収集し、以下に掲げるそれぞれの項目

について整理を行いました。 

収集した基礎情報については、22 ページに掲げる「政策優先度評価結果一

覧」のとおりです。 

 

 

 

 

防災性に関する基礎情報の収集項目 

項  目 細  目 

防災性（地域防災計画

上の位置付け） 

防災拠点、避難所等の指定の有無 

災害リスク（土砂災

害） 

警戒区域等の指定の有無 

災害リスク（洪水災

害） 

浸水想定区域の指定の有無 

 

 

イ 施設配置・拠点形成に関する基礎情報 

 

「施設配置・拠点形成」の分析のための基礎情報を収集し、以下に掲げるそ

れぞれの項目について整理を行いました。 

収集した基礎情報については、22 ページに掲げる「政策優先度評価結果一

覧」のとおりです。 
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施設配置・拠点形成に関する基礎情報の収集項目 

項  目 細  目 

立地適正化計画上の位

置付け（誘導区域） 

誘導区域内の立地の有無 

拠点形成 各種計画（地域防災計画を除く）等における拠点

施設等の位置付けの有無 

代替性 近隣施設との代替性の有無 

 

 

ウ 市民意向に関する基礎情報 

 

「市民意向」の分析のための基礎情報を収集し、以下に掲げるそれぞれの項

目について整理を行いました。 

収集した基礎情報については、22 ページに掲げる「政策優先度評価結果一

覧」のとおりです。 

 

市民意向に関する基礎情報の収集項目 

項  目 細  目 

利用範囲 利用者の属性を踏まえた利用範囲（居住地域）の

分析 

満足度 利用者への意向調査等を踏まえた施設に対する満

足度の分析 

ニーズ（必要性） 利用者への意向調査等を踏まえた施設に対するニ

ーズ（必要性）の分析 

 

 

  



20 

 

 

（２）施設の基本方針に関する検討【２次評価】 

 

収集した情報をもとに、施設毎の「政策優先度」の各項目について、一定の

評価基準に基づき、「高」「低」のいずれかで評価しました。 

評価基準及び評価結果については、22 ページに掲げる政策優先度評価結果

一覧のとおりです。 

この評価結果を踏まえ、21 ページのフローチャート【２次評価】に基づ

き、施設の基本方針を「機能保持」「総量コントロール」「建替再整備」のい

ずれかで判定しました。 

 

ア ２次評価 

観光課倉庫は、1次評価が「見直し」であり、政策優先度評価が「低」であ

ったため、施設の基本方針は「総量コントロール」とします。「総量コントロ

ール」との基本方針をもって、代替の保管施設を確保した上で、施設の用途廃

止とあわせて、現在の建物は除却することとします。 

佐久市防災備蓄庫は、1 次評価が「維持」であったため、政策優先度評価の

結果にかかわらず施設の基本方針は「機能保持」とします。また、佐久市地域

防災計画における佐久市備蓄倉庫としての位置付けがあり、将来に渡って災害

時の備蓄倉庫としての機能を維持し続けていくことが求められています。 

中込倉庫は、1 次評価が「見直し」であり、政策優先度評価が「低」であっ

たため、施設の基本方針は「総量コントロール」とします。当該施設は、埋蔵

文化財出土遺物を保管しており、これらは、文化財保護法に基づき適正に管理

しなければならないことから、代替の保管施設を確保した上で、施設の用途廃

止とあわせて、現在の建物は除却することとします。 
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フローチャート【２次評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針

【２次評価】

政策優先度

施設の方向性

【１次評価】 維持 改善

高 低

見直し

低 高

機能保持 総量コントロール 建替再整備
公共施設等の最適化
の観点から、調整す
る場合あり

施設不足の解消

不足
※

※利用圏域や施設配置、満足度、ニーズ等を総合的に勘案し、代替施設とな

りうる施設が周辺に存在しない場合や、代替施設を活用しても不足する場

合は「施設不足の解消」を選択する。

高・低
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表４ 政策優先度評価結果一覧 

 

A

5点

B

3点

C

1点

D

0点

評価 点数 評価 点数 評価 点数

評価点

満点

21

26

高

D 0

C 1

3

A 5

12

26

低

項目 細目

評価基準

佐

久

市

防

災

備

蓄

庫

備考

観

光

課

倉

庫

評価基準

中

込

倉

庫

対象施設名

防

災

性

地域防災計画上の位置

付け

・防災拠点、避難所等の指定

の有無
D 0

防災拠点（本庁舎・支

所）
指定避難所A 5

B 3

B 3
②災害リスク

（洪水災害）
・浸水想定区域の指定の有無 B 3 指定無し

D 0

B 3

B

指定緊急避難場所 指定無し

①災害リスク

（土砂災害）
・警戒区域等の指定の有無 B 3 指定無し

土砂災害警戒区域内

に立地

土砂災害特別警戒区

域内に立地

浸水想定区域内に立

地（２ｍ未満）

浸水想定区域内に立

地（２ｍ以上）

施

設

配

置

・

拠

点

形

成

立地適正化計画上の位

置付け（誘導区域）
・誘導区域内の立地の有無 C 1

都市機能誘導区域内に立

地

居住誘導区域内に立

地

都市計画区域内に立

地

左記のいずれにも該

当しない
A 5

D 0

A 5

拠点形成

・各種計画（地域防災計画を

除く）等における拠点施設等

の位置付けの有無

D 0

拠点施設等の位置付けがある

（全市または佐久広域で１箇

所）

拠点施設等の位置付けが

ある（概ね中学校区で１

箇所）

拠点施設等の位置付けが

ある（概ね小学校区で１

箇所）

左記のいずれにも該

当しない

施設の機能や設備の全部

について、近隣施設での

代替が可能

同種同規模の施設が近隣

（概ね小学校区内）に立

地している

市

民

意

向

利用範囲
・利用者の属性を踏まえた利

用範囲（居住地域）の分析
D 0 県外の利用者が利用する

利用者が全市に満遍

なく分布している

代替性 ・近隣施設との代替性の有無 C 1

施設の機能や設備について、

唯一性が高く、代替できる施

設が市内に存在しない

施設の機能や設備の一部

について、近隣施設での

代替が可能

利用者の分布が概ね

地元となっている

左記のいずれにも該

当しない（特定団体

による利用がほとん

ど）

満足度

・利用者への意向調査等を踏

まえた施設に対する満足度の

分析

利用者の満足度が高く、他施

設と比較して優先的に措置を

講じる必要がある

利用者の満足度が比較的

高い
どちらともいえない

利用者の満足度が比較的

低い

ニーズ（必要性）

・利用者への意向調査等を踏

まえた施設に対するニーズ

（必要性）の分析

利用者のニーズが高く、他施

設と比較して優先的に措置を

講じる必要がある

利用者のニーズが比較的

高い
どちらともいえない

利用者のニーズが比較的

低い

事

項

そ

の

他

留

意

す

べ

き

合計

8

31

最終評価（高・低） 低
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第４章 適用可能な手法の選定と具体的な対策 

 

１ 適用可能な手法の選定 

 

第３章で検討した施設の基本方針に基づき、「適用可能な手法」を検討しま

した。適用可能な手法の検討にあたっては、下記のとおり「１次評価」と「政

策優先度」を２軸とするマトリクスを用い、このマトリクスにより導き出され

た基本方針に対応する適用可能な手法を選択することとしました。 

 はじめに標準的なマトリクスを示し、次ページに本計画が対象とするその他

行政系施設に係る適用可能な手法の選定に係るマトリクスを示します。 

 

基本方針及び適用可能な手法の検討に係るマトリクス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

維
持

改
善

見
直
し

低 高

施
設
の
方
向
性
【

1
次
評
価
】

政策優先度

不足

建替再整備

財源の確保

維持管理の効率化

長寿命化

財源の確保

維持管理の効率化

長寿命化

機能改修

耐震改修

財源の確保

維持管理の効率化

長寿命化

施設不足の解消

（代替施設の活用

又は新規整備）

機能保持

集約化

複合化

用途転用

廃止

総量
コントロール

民間活用
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図1 その他行政系施設の基本方針及び適用可能な手法の検討に係るマトリク

ス 

 

 

 

（１）機能保持 

 

１次評価が「維持」の場合の適用手法は、原則として「財源の確保」「維持

管理の効率化」「長寿命化」のいずれかを選択しています。 

また、１次評価が「改善」で、政策優先度が「高」の場合の適用手法は、上

記に「機能改修」「耐震改修」の項目を加え、いずれかを選択しています。 

一方、１次評価が「見直し」で、政策優先度が「高」の場合の適用手法は、

「建替再整備」を優先的に選択することとしています。 

以下に「機能保持」に対応する適用手法と内容、取組事例を示します。 

  

維
持

改
善

見
直
し

低 高

施
設
の
方
向
性
【

1
次
評
価
】

政策優先度

不足
施設不足の解消

（代替施設の活用

又は新規整備）

①観光課倉庫

★

★

③中込倉庫

★

②佐久市防災備蓄庫
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ア 「機能保持」の適用手法 

 

  

手法 内容 取組事例 

財源の確保 民間活用等により収

益とサービスの向上

を図り、自主財源を

確保する。 

・民間のノウハウが最大限発揮されるような自

由度の高い指定管理者制度・コンセッションを

導入し、施設の収益性を高め、その収益を投資

して施設の維持管理や機能更新を図る。 

・施設の利用料金の見直し等の検討を行う。 

維持管理の効

率化 

効率的な運営方法や

管理方法を取り入れ

る。 

・指定管理者や包括管理委託等により、民間の

ノウハウによる効率的な管理運営を図る。 

・予約システムや窓口業務のＩＴ化により、経

費の削減を図る。 

長寿命化 

（計画的保

全） 

建物の耐用年数を定

め、その期間適切な

施設の保全が行われ

るよう計画的な対応

を行う。 

・保全計画の策定等により保全に関する業務の

効率化を図る。 

・事故等の施設に起因するリスクを回避する

（予防保全）。 

・保全コストの平準化により、計画的・効率的

な保全を実現し、ライフサイクルコストの削減

を図る。 

機能改修 経年劣化や社会的劣

化に対応した改修を

行う。 

・施設の構造体、仕上げ、設備等の経年劣化に

対応した改修を行う。 

・設備や附帯設備（トイレ、シャワー、更衣室

等）等の陳腐化、利用者ニーズへの対応等、社

会的劣化へ対応するための改修を行う。 

・改修に当たっては施設の運営者のニーズを十

分に把握し、利用者数や利用料金等による収入

の増加を想定した適切な投資を行う。 

耐震改修 建物の耐震性を確保

するために改修を行

う。 

・現行の耐震基準に対する耐震性能を満たして

いない施設について、耐震改修を行う。 
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（２）建替再整備 

 

１次評価が「見直し」で、政策優先度が「高」の場合の適用手法は、「建替

再整備」を優先的に選択することとしています。 

以下に「建替再整備」に対応する適用手法と内容、取組事例を示します。 

 

ア 「建替再整備」の適用手法 

 

 

（３）総量コントロール 

 

１次評価が「改善」で、政策優先度が「低」の場合の適用手法は、原則とし

て「集約化」「複合化」「用途転用」「民間活用」「廃止」のいずれかを選択

しています。 

また、１次評価が「見直し」で、政策優先度が「低」の場合の適用手法は、

「廃止」を優先的に選択することとしています。 

以下に「総量コントロール」に対応する適用手法と内容、取組事例を示しま

す。 

  

手法 内容 取組事例 

建替再整備 同等の機能を有する

施設を整備する。 

・老朽化が進んでいるが政策優先度の高い施設

については、建替再整備を行う。 

・この際、ＰＰＰ/ＰＦＩなどの民間資金を活用

した事業スキームの検討、将来の人口や財政見

通しを踏まえランニングコストを想定した持続

的な施設の設計、運営者の収益性の確保が期待

できる使いやすい施設内容検討等を通じ、将来

にわたって適切なストックとなるよう十分に検

討を行う。 
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ア 「総量コントロール」の適用手法 

 

  

手法 内容 取組事例 

集約化 既存の同種の施設を

統合する。 

・同種の施設があり、利用状況や立地を踏まえ

て、一つに集約した場合でも、利用者ニーズを

満たすことができる等、集約化の可能性がある

場合には積極的に集約化を図る。 

・将来の維持管理の財源確保が難しい場合に

は、同種の施設の集約化を図により、施設の運

営改善や機能更新を図る。 

複合化 当該施設以外の機能

を有した施設と複合

化する。 

・周辺の公共施設の改築などとあわせて、複合

化を図る。 

・異なる機能を含んだ施設になるため、複合す

る施設の事業所管部局や財政部局等と調整す

る。 

・複合化に際しても、集約化や建替再整備と同

様に、質の確保や将来にわたって適切なストッ

クとなるよう計画する視点が重要である。 

用途転用 施設を改修し、他の

施設として利用す

る。 

・維持していく優先度が低く、改修しても利用

の見込みが低い場合等で、周辺で当該施設以外

の機能が強く要請されている場合には、用途転

用を検討する。 

・転用用途の所管部局や財政部局等と調整す

る。 

民間活用 用途廃止を行い普通

財産とした上で、民

間事業者に譲渡又は

貸付けを行う。 

・民間事業者のノウハウを活用することで、サ

ービスの向上や経費削減が見込まれる場合に

は、民間活用を検討する。 

廃止 用途廃止を行い普通

財産とした上で、施

設を解体・撤去す

る。 

・維持していく優先度が著しく低く、改修して

も利用の見込みが低い場合等で、用途転用の必

要性もない場合には、廃止を検討する。 
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（４）施設不足の解消 

 

利用圏域や施設分布等を勘案し、代替施設となり得る施設が、市内やその周

辺に存在しない場合や、代替施設を活用しても不足する場合は、新規整備を検

討することとしています。 

この場合、ＰＰＰ／ＰＦＩなどの民間資金を活用した事業スキームの検討、

ランニングコストの想定、将来人口や財政見通しを踏まえた施設設計、収益性

の確保が期待できる施設内容の検討等を通して、将来に渡って適切なストック

となるよう十分な検討を行うこととします。 

 

 

２ 具体的な対策 

 

施設毎に、24 ページに掲げるマトリクスにより導き出された基本方針に対

応する適用可能な手法の選択を行いました。さらに、適用可能な手法を踏まえ

た具体的な対策内容及び実施時期について検討を行いました。 

 検討結果については、29 ページに掲げる「具体的な対策内容一覧」のとお

りです。 
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表５ 具体的な対策内容 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

短期
（～R8）

中期
（R9～R18）

長期
（R19～R38）

現状値（㎡）
R2年度時点

見込値（㎡）
R38年度時点

1
その他
行政系
施設

観光課倉庫（浅科） 浅科 49年 RC造 総量コントロール 廃止 ・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃止する。 ○ 500.34 0

2
その他
行政系
施設

佐久市防災備蓄庫 中込 24年 RC造 機能保持 長寿命化 ・施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に長寿命化を行う。 ○ 100.00 100.00

3
その他
行政系
施設

中込倉庫 中込 38年
軽量鉄骨
造

総量コントロール 廃止 ・施設の劣化状況を踏まえ、令和8年度までを目途に用途廃止する。 〇 507.52 0.00

【※確認欄　　　適合：○、不適合：×、非該当：―】

適用手法 具体的な対策内容

④民間活力の活用によるコスト縮減 -

構造

⑤予防保全的維持管理の実施 ○

実施時期
№ 種別 施設名 地区 経過年数

計画策定上の着眼点
との適合確認

項目 確認欄
延床面積合計（㎡）

基本方針
延床面積

1,107.86 100.00
①住民ニーズへの適切な対応 〇

削減面積（㎡） 1,007.86②人口減少を見据えた整備更新（規模の縮小等） 〇

③施設の統（廃）合・複合化等による総量の縮減 ○
削減率 91%
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第５章 対策費用の概算と実施時期 

 

 １ 対策費用の概算 

 

施設の建替え・大規模改修に係る対策費用の概算について、総合管理計画と

の整合を図るため、同一の積算方法を用いて試算を行いました。なお、試算に

あたっては、下記のとおり試算条件を設定しています。 

 

 

（１）試算条件 

 

試算条件については、原則として、建替え・大規模改修単価、延床面積、試

算方法のいずれも総合管理計画と同一としています。 

 

 

【建替え及び大規模改修単価】 

各施設の試算単価は、(財)自治総合センター「地方公共団体の財政分析等に関

する調査研究会報告書」から、施設用途別に大規模改修及び建替え単価を用い

ます。また、各試算単価を建設工事費デフレーターにより調整します。 

 

（２）試算結果 

 

試算条件を踏まえた施設毎の建替え・大規模改修に係る試算結果について

は、下表のとおりです。 

 

建替え・大規模改修に係る試算結果            （単位：千円） 

施設名 大規模改修 建替え 備 考 

観光課倉庫 － － 用途廃止のため 

佐久市防災備蓄庫 26,000 ― 総合管理計画の試算方法による 

中込倉庫 － － 用途廃止のため 

 

 

 

 

 



31 

 

２ 維持管理に係る費用の推計 

 

施設の維持管理費については、建替え・大規模改修に伴う延床面積の減少

や、技術革新に伴う設備面での省エネ化、長寿命化、さらには指定管理者制度

をはじめとする民間活力の導入等により、コスト削減が期待できることから、

これらの影響額についても試算しています。 

施設毎の維持管理費の試算結果については、32 ページに掲げる「維持管理

に係る費用の推計一覧」のとおりです。 
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表６ 維持管理に係る費用の推計一覧 

 

 

  

①コスト ②収入
実質コスト
（＝①－②）

短期
（R4～Ｒ8）

中期
（Ｒ9～Ｒ18）

長期
（Ｒ19～Ｒ38）

Ａ　現状 270 0 270 1,350 2,700 5,400 9,450

Ｂ　対策後 0 0 0 1,350 1,350 0 2,700

Ａ　現状 0 0 0 0 0 0 0

Ｂ　対策後 0 0 0 0 0 0 0

Ａ　現状 122 0 122 610 1,220 1,220 3,050

Ｂ　対策後 0 0 0 488 0 0 488

3 その他行政系施設 中込倉庫

【方針】
臼田地区小学校統合後、廃校施設に遺物や資料を移転した上で用
途廃止する。

【対策】
廃止によりコストを年間120千円縮減する。

2,562

2 その他行政系施設 佐久市防災備蓄庫

【方針】
中期の期間中を目途に長寿命化を行う。

【対策】
大規模改修等が必要な箇所においては長寿命化を行う。

0

③計画期間合計 ④縮減額
（＝Ａ③－Ｂ③）

1 その他行政系施設 観光課倉庫
【方針】施設の劣化状況を踏まえ、中期の期間内を目途に用途廃
止する。
【対策】廃止とすることで実質コストが不要となる。

6,750

№ 種別 施設名 縮減の考え方

単年度あたりの維持管理費 年次計画

※1　コスト：佐久市公共施設運営・利用状況調書（施設カルテ）の「3　コスト状況、利用状況」歳出欄（令和2年度）から再調達価格及び人件費を除いた額を引用すること。
※2　収入：佐久市公共施設運営・利用状況調書（施設カルテ）の「3　コスト状況、利用状況」歳入欄（令和2年度）から引用すること（普通建設事業費に係る国・県補助金等は除く）。

ⅰ現状の実質コスト合計（A欄の合計） 12,500

ⅱ縮減した場合の実質コスト合計（B欄の合計） 3,188

縮減額合計（＝ⅰ－ⅱ） 9,312

対策

対策

対策対策
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３ 工程表 

 

前章で検討した施設毎の具体的な対策について、対策費用、実施時期及び維

持管理費を工程表としてまとめました。 

「工程表」については、34ページのとおりです。 

なお、工程表は、令和８年度までを短期スケジュール、令和９年度から令和

18 年度までを中期スケジュール、令和 19 年度から令和３８年度までを長期

スケジュールとして構成しており、短期スケジュールについては、実施計画と

の整合を図っています。 
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表７ 工程表 

 

 

（単位：千円）

№ 種別 施設名 基本方針

短期（R4～R8） 中期（R9～R18） 長期（R19～R38）

大規模改修・
建替 0 15,010 0 15,010

維持管理費用 1,350 1,350 2,700

大規模改修・
建替 26,000 26,000

維持管理費用 0

大規模改修・
建替 17,000 17,000

維持管理費用 488 488

ⅰ大規模改修・建替費用 58,010

ⅱ維持管理に係る費用 3,188

計画期間に係る費用合計（＝ⅰ－ⅱ） 61,198

2 その他行政系財産 佐久市防災備蓄庫 機能保持

長寿命化（計画的保全）

概算費用

3 その屋行政系施設 中込倉庫 総量コントロール

廃止

概算費用

適用手法 スケジュール
合計

1 その他行政系施設 観光課倉庫 総量コントロール

廃止

概算費用

廃止

長寿命化

廃止調整・検討・資料移転

調整・検討・資料移転


